
情
報
ガ
イ
ド　

□
市
政　

□
暮
ら
す　

□
教
育
・
子
育
て
・
キ
ッ
ズ　

□
学
ぶ
・
楽
し
む　

□
募
集　

情
報
ガ
イ
ド　

□
市
政　

□
暮
ら
す　

□
教
育
・
子
育
て
・
キ
ッ
ズ　

□
学
ぶ
・
楽
し
む　

□
募
集　
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暮
ら
す

暮
ら
す

暮
ら
す

市　

政

市　

政

市　

政

募　

集

募　

集

募　

集

（
職
員
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
）

（
職
員
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
）

（
職
員
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
）

狭
山
市
廃
棄
物
減
量
等
推

進
審
議
会
委
員

任
期
平
成
30
年
４
月
１
日
〜
32
年

３
月
31
日　

対
象
平
成
30
年
４
月

１
日
現
在
、市
内
に
引
き
続
き
１

年
以
上
お
住
ま
い
の
20
歳
以
上
70

歳
未
満
で
、ほ
か
の
審
議
会
な
ど

ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

　

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
制
度
に

基
づ
き
、次
の
計
画（
案
）に
つ
い

て
、ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

◆
第
４
次
狭
山
市
障
害
者
福
祉
プ

　

ラ
ン

計
画
期
間
平
成
30
〜
32
年
度　

問

合
せ
障
害
者
福
祉
課
へ
内
線
１
５

９
２ 

２
９
５
２
‐
０
６
１
５

◆
第
７
期
狭
山
市
高
齢
者
福
祉
計

　

画
・
介
護
保
険
事
業
計
画

計
画
期
間
平
成
30
〜
32
年
度　

問

合
せ
長
寿
安
心
課
へ
内
線
１
５
５

３ 

２
９
６
９
‐
５
７
３
５

共
通
事
項
／
閲
覧
場
所
各
担
当
課
、

市
役
所
１
階
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
、

地
区
セ
ン
タ
ー
、障
害
者
基
幹
相
談

支
援
セ
ン
タ
ー
、保
健
セ
ン
タ
ー
、

宝
荘
、寿
荘
、不

と
し
と
ら
ず老
荘
、ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ　

閲
覧
と
意
見
の
受
付
期
間

12
月
22
日
㈮
〜
１
月
15
日
㈪　

提

出
で
き
る
方
市
内
在
住
・
在
勤
・
在

学
の
方
、市
内
に
事
務
所
・
事
業
所

を
有
す
る
個
人
か
法
人
、利
害
関
係

者　

提
出
方
法
１
月
15
日
㈪
ま
で

に
、住
所
、氏
名（
法
人
の
場
合
は
、

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
と
そ
の

名
称
、代
表
者
氏
名
）、電
話
番
号

を
記
入
し
、持
参
か
郵
送
、フ
ァ
ク

ス
、電
子
メ
ー
ル
で
各
担
当
課
へ

※
様
式
は
問
い
ま
せ
ん　

結
果
公

表
い
た
だ
い
た
ご
意
見
と
、そ
れ

に
対
す
る
市
の
考
え
方
を
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す

◆
狭
山
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ

　

ラ
ン
の
一
部
変
更

内
容
狭
山
工
業
団
地
拡
張
地
区
基

盤
整
備
事
業
に
伴
う
変
更　

閲
覧

と
意
見
の
受
付
期
間
12
月
８
日
㈮

〜
１
月
９
日
㈫　

閲
覧
場
所
都
市

計
画
課
、市
役
所
１
階
情
報
公
開
コ

ー
ナ
ー
、地
区
セ
ン
タ
ー
、ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ　

提
出
で
き
る
方
市
内
在

住
・
在
勤
・
在
学
の
方
、市
内
に
事

務
所
・
事
業
所
を
有
す
る
個
人
か
法

人
、狭
山
市
税
の
納
税
者
、利
害
関

係
者　

提
出
方
法
１
月
９
日
㈫
ま

で
に
、指
定
の
様
式（
各
閲
覧
場
所

に
用
意
。ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）で
、持
参
か
郵
送
、

フ
ァ
ク
ス
、電
子
メ
ー
ル
で
同
課
へ

結
果
公
表
い
た
だ
い
た
ご
意
見
と
、

そ
れ
に
対
す
る
市
の
考
え
方
を
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す

問
合
せ
都
市
計
画
課
へ
内
線
２
２

１
４ 

２
９
５
４
‐
６
２
６
２

平
成
29
・
30
年
度
の
入
札
参
加

資
格「
追
加
申
請
」を
受
付

受
付
期
間
２
月
１
日
㈭
〜
13
日
㈫
、

８
時
30
分
〜
17
時
15
分（
土
・
日
曜

日
、祝
日
を
除
く
）　

場
所
契
約
検

査
課　

業
種
業
務
委
託
、物
品　

※
申
請
書
は
１
月
４
日
㈭
か
ら
同

課（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
可
）で
配
布
。詳
細
は
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い　

問
合
せ
同
課
へ
内
線
３
５
５
３

平
成
30
年
度
償
却
資
産
の

申
告
を
受
付

　

償
却
資
産
は
、会
社
や
個
人
で

事
業
を
営
む
方
が
、そ
の
事
業
の

た
め
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
機

械
、備
品
な
ど
を
い
い
、固
定
資
産

税
の
対
象
と
な
り
ま
す
。30
年
１

月
１
日
に
所
有
し
て
い
る
償
却
資

産
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

申
告
期
限
１
月
31
日
㈬　

問
合
せ

資
産
税
課
へ
内
線
１
１
２
５

学
校
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。賃
金

や
申
し
込
み
方
法
な
ど
、詳
細
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い　

問
合

せ
教
育
指
導
課
内
線
５
６
５
３
か

県
教
育
局
西
部
教
育
事
務
所
へ
☎

０
４
９
‐
２
４
２
‐
１
８
０
５

妊
産
婦
や
新
生
児
を
訪
問

す
る
助
産
師

　

妊
産
婦
や
新
生
児
を
家
庭
訪
問

し
、保
健
指
導
を
し
ま
す
。業
務
は

市
と
の
委
託
契
約
で
す
。

契
約
期
間
契
約
日
〜
30
年
３
月
31

日
㈯（
更
新
あ
り
）　

訪
問
場
所
市
内

対
象
助
産
師
免
許
証
を
お
持
ち
の

方　

募
集
人
員
２
名　

申
込
み
本

人
が
事
前
連
絡
の
上
、12
月
22
日
㈮

ま
で
に
履
歴
書
と
助
産
師
・
看
護
師

免
許
証
を
持
っ
て
保
健
セ
ン
タ
ー

へ
☎
２
９
５
９
‐
５
８
１
１

市
民
税
課
臨
時
職
員

採
用
期
間
２
月
15
日
㈭
〜
３
月
15

日
㈭　

勤
務
日
時
月
〜
金
曜
日
の

９
時
〜
15
時　

勤
務
内
容
市
民
税
・

県
民
税
の
申
告
会
場
の
案
内
、整

理
事
務
な
ど　

募
集
人
員
３
名　

賃
金
時
給
８
９
０
円　

申
込
み
本

人
が
事
前
連
絡
の
上
、12
月
26
日

㈫
ま
で
に
履
歴
書
を
持
っ
て
市
民

税
課
へ
内
線
１
０
９
５

公
立
保
育
所
の
臨
時
職
員

▼
臨
時
保
育
士
／
勤
務
日
時
月
〜

金
曜
日
の
８
時
30
分
〜
17
時（
時
差

勤
務
あ
り
）、土
曜
日
は
４
週
に
１

回
勤
務
あ
り　

賃
金
日
給
８
千
２

５
０
円

▼
週
休
対
応
保
育
士
／
勤
務
日
時

月
・
金
・
土
曜
日
、８
時
30
分
〜
17

時（
土
曜
日
は
保
育
所
に
よ
り
12

時
30
分
ま
で
）　

賃
金
日
給
８
千

２
５
０
円（
時
給
１
千
１
０
０
円
）

▼
早
朝
残
留
パ
ー
ト
／
勤
務
日
時

月
〜
金
曜
日
の
７
時
30
分
〜
８
時

45
分
と
16
時
〜
18
時
15
分
、土
曜

日
は
４
週
に
１
回
勤
務
あ
り　

賃

金
時
給
１
千
円（
保
育
士
資
格
の

な
い
方
は
時
給
９
８
０
円
）

▼
臨
時
看
護
師
／
勤
務
日
時
月
〜

金
曜
日
の
８
時
30
分
〜
17
時　

対

象
正
看
護
師
か
准
看
護
師
免
許
証

を
お
持
ち
の
方　

募
集
人
員
１
名

賃
金
正
看
護
師
は
時
給
１
千
４
０

０
円
、准
看
護
師
は
時
給
１
千
３

０
０
円

共
通
事
項
／
採
用
期
間
30
年
３
月

31
日
㈯
ま
で（
更
新
あ
り
）　

申
込

み
履
歴
書
、保
育
士
は
保
育
士
証

（
資
格
を
お
持
ち
の
方
）、看
護
師

は
正
看
護
師
か
准
看
護
師
免
許
証

の
写
し
を
持
っ
て
保
育
幼
稚
園
課

へ
内
線
１
５
４
０

の
委
員
で
な
い
方　

募
集
人
員
２

名　

申
込
み
１
月
19
日
㈮
ま
で
に
、

応
募
用
紙（
奥
富
環
境
セ
ン
タ
ー

内
資
源
循
環
推
進
課
、地
区
セ
ン

タ
ー
、公
民
館
に
用
意
。ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

と
小
論
文「
ご
み
減
量
化
対
策  

私

た
ち
に
で
き
る
こ
と
」（
１
千
字
程

度
）を
資
源
循
環
推
進
課（
当
日
消

印
有
効
。〒
３
５
０
‐
１
３
３
３

上
奥
富
８
９
７
‐
１
）へ
☎
２
９
５

４
‐
７
７
１
７

公
立
小
・
中
学
校
臨
時
教
職
員

募
集
職
種
①
教
員 

②
学
校
栄
養

職
員　

対
象
①
教
員
免
許
状 

②

栄
養
士
免
許
状
を
お
持
ち
の
方（
見

込
み
を
含
む
）　

※
勤
務
日
時
は

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
ご
注
意
を

　

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
す
る
と

下
痢
や
お
う
吐
、発
熱
、腹
痛
な
ど

が
起
こ
り
、抵
抗
力
の
弱
い
高
齢

者
や
幼
児
は
重
症
化
す
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。早
め
に
医
療
機
関
で

受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

予
防
方
法
▼
流
水
・
石
け
ん
で
手

を
洗
う 

▼
調
理
器
具
を
十
分
に

洗
浄
・
消
毒
す
る 

▼
食
品
を
十
分

に
加
熱
す
る（
中
心
温
度
85
℃
〜

90
℃
で
90
秒
以
上
） 

▼
便
や
お
う

吐
物
は
使
い
捨
て
の
手
袋
・
マ
ス

ク
な
ど
を
着
用
し
、ペ
ー
パ
ー
タ

オ
ル
な
ど
で
処
理
・
消
毒
す
る

問
合
せ
保
健
セ
ン
タ
ー
☎
２
９
５

９
‐
５
８
１
１
か
狭
山
保
健
所
へ

☎
２
９
４
１
‐
６
５
３
５

狭
山
消
防
署
の
歳
末
特
別
警
戒

　

12
月
15
日
㈮
か
ら
31
日
㈰
ま
で
、

消
防
車
が
警

け
い
し
ょ
う鐘
を
鳴
ら
し
な
が
ら

市
内
を
巡
回
し
ま
す
。火
気
の
取

り
扱
い
に
注
意
し
、火
災
か
ら
命

と
財
産
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ
狭
山
消
防
署
予
防
指
導
課

へ
☎
２
９
５
３
‐
７
１
１
３

　12月29・30日（金・土）の両日、持ち込みごみの

臨時受付を行います。持ち込む際は、「生活ごみの

分け方・出し方」やホームページを参考に分別をお

願いします。なお、奥富環境センターは大変混雑し

受付日 受付時間

12月29日㈮ 8時30分～11時30分､13時～15時30分

12月30日㈯ 8時30分～11時30分

収集地区 12月最終日 1月開始日

月・木曜日の地区 28日㈭ 4日㈭

火・金曜日の地区 29日㈮ 5日㈮

ます。上奥富運動公園方面（消防署脇）から進入し、

案内看板に従ってお進みください。

　年始は、1月4日㈭から通常業務を開始します。

※家庭系生ごみリサイクル事業参加世帯の専用バ

　ケツは､1月1日㈷を除き通常どおり回収します

問合せ奥富環境センター☎2953‐2831か稲荷山

環境センターへ☎2954‐9062

■もやすごみの収集

■プラスチックの収集

収集地区 12月最終日 1月開始日

堀兼・奥富・柏原・新狭山地区 25日㈪ 8日㈪

入曽地区、入間川1・4丁目、稲
荷山1・2丁目

26日㈫ 9日㈫

水富・狭山台地区、沢、狭山、入
間川3丁目、鵜ノ木、中央3丁目

28日㈭ 4日㈭

入間川、入間川2丁目、祇園、中
央1・2・4丁目、富士見1・2丁目

29日㈮ 5日㈮

■持ち込みごみの臨時受付

受入施設 奥富・稲荷山環境センター

▼この2日間に限り、稲荷山環境センターでも、家

　庭から出る「粗大ごみ」、「もやさないごみ」、「びん・

　缶」を受け入れます

▼事業系のごみは、「もやすごみ」を稲荷山環境セ

　ンターで、「びん・缶」、「古紙・古布」を奥富環境セ

　ンターで受け入れます

年末年始のごみの収集と臨時受付

　マイナポータルは、マイナンバーカードを使っ
て、子育てに関する行政手続きなどを行えるイン
ターネット上のサービスです。
　現在、子育てに関するサービスの検索、児童手当
の認定請求や保育施設などの利用に係る申請用紙
を作成することができます。さらに平成30年3月
末には、これら届出に関する電子申請もできるよ
うになります。
　また、自身の個人情報の行政機関での利用状況
なども確認できます。

※利用には、マイナンバーカード、ICカードリーダライ

　タ、インターネットに接続できるパソコンが必要です

マイナポータルをご利用ください
児童手当の申請など「子育てサービスに関する手続き」が手軽に！

マイナポータルに関する問い合わせ
◆総務省マイナンバー総合フリーダイヤル　1０１２０‐９５‐０１７８（無料）
受付時間9時30分～20時（土・日曜日、祝日は9時30分～17時30分。12月
29日～1月3日を除く） 問合せ情報政策課へ内線5755

マイナポータル 検 索

▲マイナポータルの
　トップ画面

学
童
の
支
援
・
補
助
員

を
募
集
し
て
い
ま
す

学務課へ
内線5655


